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資料-３ 

 

湯梨浜町老人福祉センター東湖園及び東郷デイサービスセンター 

について                  【教育民生常任委員会】 

 

１ 指定管理の現状と今後の予定 

 

  東湖園と東郷デイサービスセンターを、社会福祉法人湯梨浜町社会福祉協 

議会が指定管理制度による公共施設の管理運営業務を実施中。令和３年度か 

ら令和７年度までの５年契約で、来年度以降についても業務実績等から、引き 

続き社協を候補に予定する。 

※指定管理は建物の管理だけで、デイサービス事業の指定管理ではない。 

  

２ 次期指定管理の期間について（検討中） 

 

  東郷デイサービスセンターの介護保険事業は、令和４年度から赤字となり、 

令和６年度は約５７１万円の赤字となった。人材確保や設備の老朽化もあり、 

社協は東郷デイサービス事業の休止・廃止を含めた見直しを行うため、次期指 

定管理の期間を３年間に短縮する方向である。 

  

３ 東湖園の浴場利用料の改定について（検討中） 

 

  平成２年開設以来、一度も改定されていないが、最近の物価高騰・・人費上  

昇を踏まえ令和８年度に向けて改定を検討している。 

（参考）東湖園浴場利用料の改正 

・現 在 大人 200 円・小人 100 円・乳幼児 50 円 

          ↓ 

      ・改定案 大人 300 円・小人 100 円・乳幼児 0 円  

 

※１２月議会で、指定管理者の指定と浴場利用料の改定について議案提出 

の予定。 
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資料-４ 

 

こども誰でも通園制度（乳児等通園支援事業）について 

【教育民生常任委員会】 

 

１ 制度の概要 

  生後６か月から満３歳未満の未就園児童を対象に、月一定時間までの利用 

枠の中で、保護者の就労要件を問わず保育園等に通園できる仕組み。 

（時間単位で利用できる） 

  全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備することを 

目的とする。令和７年度に法律上制度化され、令和８年度に法律に基づく新た 

な給付制度として全自治体で実施する。 

（給付費の負担割合：国 3/4、県 1/8、町 1/8） 

 

項  目 こども誰でも通園制度 
未就園児一時預かり事業 

（既存の制度） 

主な目的 
子どもの健全な成長・社会性

を育む（子どもの権利を重視） 

保護者の育児負担軽減、一時的な

育児困難への対応 

利用条件 就労の有無や利用理由は不問 

保護者の病気、通院、冠婚葬祭な

ど、一時的な保育ができない理由

が必要な場合もある 

対象児童 
６か月から満３歳未満の子ど

も（就労の有無は問わない） 

主に保育園などに通っていない未

就学児 

利用時間 

【R7 国制度】：原則として月 

１０時間以内（時間単位） 

（湯梨浜町：検討中） 

自治体によって上限時間や日数が

設定されている 

（湯梨浜町：：利用理由により日数

の上限あり） 

利用料金 

【R7 国制度】：１時間あたり 

３００円程度 

（湯梨浜町：検討中） 

１時間あたり３００円から４００

円程度が一般的 

（湯梨浜町：３歳未満児： 

１日 2,000 円、半日 1,000 円 

３歳以上児：１日 1,000 円、半日

500 円） 

実施主体 
国が全国全ての自治体での実

施を方針としている 

自治体によって実施の有無が異な

る（湯梨浜町は実施している） 
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２ 令和８年度の本格実施に向けた準備 

（１）ニーズ把握と必要量の推計 

（２）実施に向けた予算確保 

（３）条例及び関係例規の改正（１２月議会に上程予定） 

（４）実施事業所の検討と調整 

（５）子ども・子育て支援法に基づく施設の確認 

（６）全体としての提供量の確保 

（７）広報周知 

  

３ 実施事業所の検討（園長会で意見聴取） 

（１）実施事業所を限定する（町内で２施設程度）※民間施設は実施意向なし 

（２）実施するこども園に、保育士を１人ずつ配置 

  

４ 事業実施方法 

（１）一般型（在園児合同実施）で検討中 

（２）こども誰でも通園制度総合システムの活用を想定。利用者は、インターネ 

ット経由で利用登録・予約等ができ、町は、利用状況の確認、個人情報の 

管理を行う。 

     

５ 今後の検討課題 

（１）保育士確保と体制整備 

（２）未就園児一時預かり事業・子育て支援センター事業・各こども園のオープ 

ンデーなどの事業と、誰でも通園制度の目的の違いを全職員が認識し、事 

業実施する必要がある。 

  

６ 常任委員会での議論について＜質疑応答抜粋＞ 

①ニーズ把握と必要量の推定は、どうなっているのか。 

＜担当課回答＞ 

令和６年度にニーズ調査を行なった。２９７人の回答があり、１８１人が利 

用したい、１１６人が利用したくない。利用したい理由で一番多かったのが、 

集団生活や生活習慣を身につけさたい。必要量は、まだ国が計算方式を示し 

ていないため、利用枠を算定できていない。 

②家庭子育て支援事業給付金：（月３万円を２歳まで支給）は、どうなるのか。 

＜担当課回答＞ 

給付金を受けている場合も、一時預かり事業を活用されていると思う。その 

点も確認のうえ、１２月の常任委員会で報告する。 
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４ 常任委員会での議論について＜質疑応答抜粋＞ 

 

①東郷デイサービス事業の収益が、令和３年度から令和４年度にかけて大幅 

に減った理由は。 

 

＜担当課回答＞  

新しい事業者が開設されたことが影響している。 

  

②今後改善の見込みはあるのか。 

 

＜担当課回答＞  

介護保険事業には町から補助できない。社協が改善策を考える必要がある 

が、職員の人員不足や高齢化などの課題がある。町内では少なくない定員の 

ため、・辞められると影響がある可能性が大きく、町としても検討する必要 

がある。 

  

③介護保険事業の赤字が、地域福祉事業など他の事業に与える影響は。 

 

＜担当課回答＞  

一部の赤字は他の事業でカバーし合っているが、今後の収支状況によって 

は影響が出る可能性がある。地域福祉事業は町から補助を行なってきたが、 

令和６年度から事務上の一部も補助している。  

 



資料-５ 

       議会だよりについて    【議会広報常任委員会】 

〇委員会委員 

 ・委 員 長：浜中 武仁 

 ・副委員長：森 哲也 

 ・委   員：議長を除く議員全員 

 

 

〇議会広報編集スケジュール（第 87 号（9 月定例会号）の場合） 

日にち 会議 

9 月  5 日（金） 広報委員会（委員全員） 

   29 日（月） 第 1 回編集会議 

10 月  2 日（木） 第 2 回編集会議 

 9 日（木） 第 3 回編集会議 

     14 日（火） 第 4 回編集会議（委員長・副委員長のみ） 

     31 日（金） 議会だより発行 

 

※必要に応じて、編集会議の回数は増える場合があります。 

 

 

〇議会だよりへご協力ください！ 

議会だよりの中で、町民の方にご協力いただき、お話やご意見を掲載させていた

だいています。 

   町民皆さんのお顔が見える議会だよりの作成を目指していきたいと思っていま

すので、ぜひご協力ください。 


